
□■レポート作成講座 1号 2020□■ 

 

 6月も下旬となり、緊急事態宣言の解除から 1か月が過ぎましたが、新型コロナウイルスの感染はまだまだ油断で

きない状況が続いています。 

 先月はインターネット環境等に関する状況調査への回答をありがとうございました。今年度はいつにも増して、

皆様のご協力が必要です。未提出の方は、早急に提出してくださるようお願いします。不明な点などありましたら、

養成所までお問い合わせください。どんな事態でも社会的に弱い人の側に立つのが、ソーシャルワーカーです。その

ためには新しいことにも挑戦し、自分を高めていくことが必要です。困難な道かもしれませんが、ともに進んでいき

ましょう。 

 今号から「レポート作成講座」がスタートします。主に 1年生を対象としていますが２年生の方も、再確認の意味

でお付き合いください。その前に、1、2年共通の【◯×クイズ】に取り組んでみてください。 

 

【国試対策◯×クイズ】 

 「感染症法」（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律）は、感染症を５類型に分け、さらに「新

型インフルエンザ等感染症、指定感染症および新感染症」を加えている。 

 答えと解説は最後に記載してあります。 

 

■Plus Column・・・・・ 

【課題を理解する】 

 レポート作成にあたって最初にすることは、「課題の理解」です。課題を無視して、自分の考えや「日頃の思い」

だけを述べても、採点の対象とはならず再提出となります。「課題を理解すること」は相手の言っていることを傾聴

し、受け止めることであり、ソーシャルワークの基本となる姿勢です。 

 1200字以内にまとめるには、言葉をよく吟味し、文章を推敲（すいこう）しなければなりません。日頃、文章を

書きなれない方も、修了までに 19 科目 32 本のレポートを仕上げると、かなりの実力が身につきます。その力は、

社会福祉士として記録や報告書を書く時に必ず役立ちます。あなたが取り組んでいることは、「社会福祉士としての

自分を育てる」という大事業です。きっと、あなたの人生を豊かに、充実したものにしてくれるに違いありません。 

 本課程は通信教育という性格上、すべてのやりとりを「通信」で行います。本養成所からの郵便物やメールにはし

っかり目を通し、必要な事務手続きは迅速に進め、レポートを含めて書類等の提出期限を守ることを約束してくだ

さい。いつも『受講の手引き』を手元に置いて作成を進めてください。どうしても、わからない時、困った時は養成

所まで電話やメールでご相談ください。本養成所はいつもあなたの味方です。 

 さあ、頑張ってレポート作成にとりかかりましよう。 

※次号からは「再提出にならないためのコツ」、国家試験に関係する時事問題を掲載していきます。 

 

■Back Number・・・・・ 

 過去のバックナンバーはこちら→http://www.aigo.or.jp/yoseijo/?page_id=2686 

 

【国試対策◯×クイズ：答えと解説】 

【答え】◯ 

 「感染症法」は現在の新型コロナウイルス対策の基本となっている法律です。従来の「伝染病予防法」に代わり

1999年に施行されました。 

 国家試験には、毎年必ず時事問題が出題されます。毎日、耳にするニュースの内容に一歩踏み込んで、確かな知識

にしておくことが試験対策です。 

 

 

※掲載内容の転載・再配布はご遠慮ください。  

※メール内容に対する個別の対応は行っておりません。 

※問い合わせ等については社会福祉士養成所ホームページより行えます。 
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